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船舶事故調査報告書 

 

                             令和５年１０月２５日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  伊 藤 裕 康（部会長） 

                         委   員  上 野 道 雄 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 浸水 

発生日時 令和４年７月２３日 １２時３０分ごろ 

発生場所 伊勢湾北部 

 伊勢湾シーバース灯から真方位０８８°１７０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°５５.６′ 東経１３６°４４.５′） 

事故の概要  プレジャーボート伊勢湾
い せ わ ん

マリーナ２９号は、北北西進中、二重底の

ボイドスペースに浸水し、のちに沈没した。 

事故調査の経過  令和４年８月２日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

プレジャーボート 伊勢湾マリーナ２９号、１.３トン 

 ２４３－３５６８９三重、カネニ総業株式会社 

 ７.１４ｍ×２.１３ｍ×０.９４ｍ、ＦＲＰ 

 ガソリン機関、４４.１０kＷ、平成１４年１０月 

 （写真１ 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 本船の外観 

 乗組員等に関する情報 船長 ４４歳 

 二級小型船舶操縦士 
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  免許登録日 平成２７年７月１３日 

  免許証交付日 令和２年５月１日 

         （令和７年７月１２日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 沈没により全損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 ４、視界 良好 

海象：波向 北西、波高 約１ｍ、潮汐 上げ潮の中央期 

 事故の経過 本船は、レンタルボートで、船長が１人で乗り組み、友人２人（以

下「同乗者」という。）を乗せ、釣りの目的で、愛知県知多市西岸の

釣り場に向け、令和４年７月２３日０９時００分ごろ三重県四日市港

所在のマリーナを出発した。 

船長は、釣り場に到着したものの、付近でウィンドサーフィンの 

レースが行われていたので釣り場を変更することとし、１０時００分

ごろ愛知県常滑市の中部国際空港南岸付近の釣り場に到着し、漂泊し

て同乗者と共に釣りを始めたのち、しだいに風が強く吹き始め、波も

高くなってきたので釣りをやめて帰港することとした。 

船長は、１２時００分ごろ釣り場を出発して帰航を始めたが、船首

方からの風浪を受け、船体を海面に叩きながら北北西進していたとこ

ろ、同乗者が体調不良を訴えたので、航行を中断して休憩することと

し、伊勢湾北部にある伊勢湾シーバースまで航行して風下となる同 

バース東側で船外機を中立にし、漂泊して休憩を始めた。 

船長は、１２時３０分ごろ船外機を前進にして帰航を再開したとこ

ろ、本船の船首が上がり、休憩前よりも本船の速力が上がらなかった

ので船体のバランスが悪いのかと思い、荷物を船首方に移動させるな

どしたものの状況に変化がなく、船外機の不調かと思い、船外機の発

停を繰り返しているうちに、船尾甲板に海水がたまっていることに気

付いた。 

船長は、なぜ船尾甲板に海水がたまっているのか分からなかったも

のの、航行すると船尾甲板の海水が排出されたのでそのまま航行する

こととし、マリーナに向けて北北西進していたところ、本船の速力が

著しく減少し始め、少しずつ船尾甲板の海水が排出されなくなって船

尾が沈み始めたので危険を感じ、１３時１２分ごろマリーナに架電し

て救助を求めた。 

船長及び同乗者は、１３時４０分ごろ来援したマリーナのプレ  

ジャーボートによって救助されたものの、１４時００分ごろ本船は沈

没した。 

 本事故の発生は、本船の乗員の救助後、マリーナの職員によって海

上保安庁に通報された。 

 本船は、マリーナの手配により引き揚げられ、マリーナに搬送され

た。 
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（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項  本船は、航行区域が限定沿海区域で、排水設備として、船体のほぼ

中央にある操縦スタンド下部の倉庫に、バケツ及びあかくみを備えて

いた。 

 本船は、操縦席から船外機を遠隔操縦する仕様となっており、二重

底構造で、船首部に隔壁があり、隔壁から船尾までの二重底内はボイ

ドスペース（空所）で、操縦席の前方に生けすが設置され、生けすの

底部左右には開放型の海水出入口があり、船尾甲板の左右に水抜き孔

が設けられていた。（図１、写真２、写真３参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 本船の一般配置図（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ 水抜き孔（左舷外側）  写真３ 水抜き孔（左舷内側） 

 

 本船には、生けす左舷側の海水出入口前方に亀裂が、船底外板の左

舷側に長さ約６００mmの亀裂がそれぞれ生じており、生けす左舷側の

海水出入口外縁の真鍮
しんちゅう

製の金具に欠損が生じていた。（写真４～６参

照） 

 

 

隔壁 生けす 

操縦スタンド 
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写真４ 生けすの状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真５ 船底外板の状況 
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写真６ 生けすの海水出入口の状況 

 

 船長は、小型船舶操縦士免許を取得した後、年に１０回程度、レン

タルボートを借りて釣りに出ていた。 

 船長によれば、本事故当日の乗船中、船底に何かを接触させたり、

乗り揚げさせたりしたことはなかった。 

 本船は、レンタル予約が続けてある場合には海上で係留されていた

ものの、予約がないときには船底の汚れを防ぐために上架して保管さ

れており、マリーナの担当者が船底状況の確認を上架するごとに行う

ようにしていた。 

本船を管理するマリーナの担当者によれば、最後の上架は本事故発

生の約１週間前であり、その際に船底に異常は見られず、生けす左舷

側の海水出入口外縁金具の欠損及び船底外板の亀裂等については、い

つから生じているのかは分からなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

あり 

なし 

 本船は、伊勢湾北部において北北西進中、生けす近くの船底外板に

亀裂が生じたことから、二重底のボイドスペースに浸水したものと考

えられる。 

 本船は、生けす左舷側の海水出入口外縁の真鍮製の金具に欠損が生

じていたことから、本事故発生以前に、船底に何らかの衝撃を受けて

生けす付近の船底外板がもろくなっていたか、又は狭い亀裂が生じて

いた可能性があると考えられる。 

本船は、帰航を始めてから船首方からの風浪を受け、船体を海面に

←船首方 
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叩きながら北北西進したことから、もろくなっていた船底外板に亀裂

が生じ、又は生じていた狭い亀裂が広がり、ボイドスペースに浸水し

たものと考えられる。 

 本船の生けす左舷側の海水出入口外縁の真鍮製の金具に欠損が生じ

た時期については、船長が本事故当日の乗船中、船底に何かを接触さ

せたり、乗り揚げさせたりしたことはなく、また、本船を管理するマ

リーナもいつから生じていたか分からなかったことから、明らかにす

ることができなかった。 

原因  本事故は、本船が、伊勢湾北部において、船首方からの風浪を受け

て船体を海面に叩きながら北北西進中、生けす近くの船底外板に亀裂

が生じたため、二重底のボイドスペースに浸水したものと考えられ

る。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

 ・小型船舶をレンタルする事業者は、船舶を貸した後又は貸し出す

前に、船底の状態を確認しておくことが望ましく、上架して保管

する際には必ず船底の状態を確認すること。 

 ・小型船舶の操縦者は、航行中に喫水が変化した場合には、浸水を

疑い、浸水箇所を確認し、浸水箇所が分かった場合、可能であれ

ば、木栓や衣類などを利用して防水措置を採り、ビルジポンプ、

あかくみ等で排水を行うこと。 

 ・レンタルした小型船舶に乗る操船者は、喫水や機関に異変を感じ

た場合には、直ちにレンタル事業者に連絡し、必要に応じて海上

保安庁に支援を求めること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故発生場所 

（令和４年７月２３日 

 １２時３０分ごろ発生） 

伊勢湾シーバース灯 

中部国際空港 

伊勢湾 

※船長の口述による 

本船の航行経路 

愛知県 

三重県 


